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凡例

告示・通知等 MPSコメント疑義解釈

（5月13日更新）
・2022年度改定に合わせて内容を更新しました。

本資料は、2022年4月28日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものです
が、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接
または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます
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区分 処方箋受付1回につき 点数
１ 3か月以内に再度処方箋を持参した患者（手帳提示） 45点
２ １以外の患者又は１の患者で手帳を提示していない場合 59点
３ 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 45点
４(イ) オンライン服薬指導を行った場合（3か月以内に再度処方箋を提出し、手帳を提示した患者） 45点
４(ロ) オンライン服薬指導を行った場合（4(イ)以外の患者） 59点

特例（注13） 手帳の活用実績が低い薬局 13点
特例（注14） 前回かかりつけ薬剤師指導料等算定患者に、連携薬剤師が指導を行った場合 59点

本資料は、2022年4月28日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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【「４」主な要件】

10の３「４」 服薬管理指導料「４」

【2020/3/31疑義解釈その１】 特区におけるオンライン服薬指導についても服薬管理指導料「４」算定

○加算の算定可

【算定可】
・麻薬管理指導加算
・特定薬剤管理指導加算１、２
・乳幼児服薬指導加算
・小児特定加算
・吸入薬指導加算
・調剤後薬剤管理指導加算

○情報通信機器を用いた服薬指導

オンライン

映像及び音声の送受信により相手の状態を
相互に認識しながら通話することが可能な方法

○注13特例該当薬局は特例点数を算定

手帳活用実績
50％以下

○特別養護老人ホームの患者等（施設職員
含む）に実施した場合は「3」を算定

オンライン
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算定要件（関連通知等）
○薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施

特区におけるオンライン服薬指導の場合、
特区法施行規則及び関連通知に沿って実施

資料No.20220517-1069-2-p3

【2022/３/31疑義解釈その１】 算定要件にある「関連通知」は、令和４年３月31日付
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する
省令の施行について（オンライン服薬指導関係）」を指す。

本資料は、2022年4月28日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

◎その都度オンライン服薬指導の実施について可否を判断する
（判断の基礎となる事項は患者への説明やホームページ等により明らかにする）

◎処方箋
・患者から申出があった場合は、医療機関から処方箋を薬局に直接送付することができる
・処方箋の備考欄に「オンライン服薬指導希望」と記載し、医療機関から患者が希望する薬局に処方箋情報を送付し、
処方箋原本も患者に渡さず、薬局に送付する。

○○薬局でオンライン
服薬指導を希望します。

わかりました。
処方箋はこちらから薬局へ送付します。

患者 処方医 患者が希望する薬局

処方箋情報送付
（FAX、メール等）

処方箋

原本を入手するまでの間は送付された
処方箋情報を法律上の処方箋とみなす

患者から処方箋情報が送付された場合は、オンライン服薬指導は実施でき
ませんが、患者が処方箋原本を薬局に持参した場合であれば、オンライン服
薬指導は可能と考えられます

【令和４年３月31日パブリックコメント結果】
意見：患者が処方箋原本を薬局に持ち込み、後日オンラインで服薬指導するケースを排除しないで欲しい。
考え方：ご指摘の場合はオンライン服薬指導の実施が可能です。

http://www2.nichiiko.co.jp/Fopenfolder/mpsfolder/new-MPSshiryou/PDFsiryou/20210422Mhttps:/www.mhlw.go.jp/content/000922763.pdf
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算定要件（服薬状況の把握、配送等）

本資料は、2022年4月28日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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○原則として、手帳により薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について確認する
また、患者が服用中の医薬品等について、一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載する

服薬状況の把握の方法は、
・お薬手帳
・患者が利用した他薬局からの情報提供
・処方医の診療情報
・患者から聴取した情報
が考えられる。

○情報通信機器の運用費用及び医薬品等の配送費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等として、別途徴収できる

受領確認

○薬剤を配送する場合は、受領の確認を行う

配送

支払

患者が支払う費用は、
代金引換、銀行振込、クレジットカード決済、
その他電子決済等の方法により実施して差し支えない。
（薬局内掲示やホームページへの掲載等により
あらかじめ患者等に周知する）
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算定要件からは削除されたが
関連通知で継続または変更された内容

本資料は、2022年4月28日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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●オンライン服薬指導は、保険薬局内で行う

オンライン服薬指導を行う場所は、その調剤を行った薬局内の場所とし、
対面による服薬指導が行われる場合と同程度にプライバシーに配慮すること

2021年12月に規制改革推進会議で決定された内容を踏まえ、
薬剤師の自宅等での実施について検討されているところです

●（改定前）原則同一の薬剤師が対面による服薬指導及びオンライン服薬指導を行う
⇒（現行関連通知）患者の意向の範囲内で、かかりつけ薬剤師・薬局により行われることが望ましい

【参考：算定要件、関連通知から削除された主な内容】
＜対象患者＞
▲ オンライン診療により処方箋が交付された患者 かつ

3か月以内に対面により当該オンライン診療を実施する医療機関の処方箋について薬剤服用歴管理指導料「１」又は「２」を算定している患者
＜対象薬剤＞
▲ 同一内容又はこれに準じる内容の処方箋により調剤された薬剤が対象
＜その他＞
▲ 服薬指導計画の策定
▲ 算定制限（月１回に限り）
▲ 厚生局への届出
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（参考）新型コロナ特例（0410対応）との関係

★電話を用いて服薬指導を行った場合 ⇒ 特例的な取扱いは継続

処方医
患者が希望する薬局

処方箋情報送付
（FAX、メール等）

処方箋 患者

電話で
服薬指導

本資料は、2022年4月28日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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★情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合 ⇒ 特例的な取扱いとしては廃止

処方医
患者が希望する薬局

処方箋情報送付
（FAX、メール等）

処方箋 患者

情報通信機器で
服薬指導

【2022年３月31日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その69）」】

（算定要件を満たせば）服薬管理指導料「4」を算定

改定前の薬剤服用歴管理指導料等を算定

https://www.mhlw.go.jp/content/000926188.pdf
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